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(公財)大阪府保健医療財団

中期経営計画で掲げたものの、収支改善の効果
が期待できない取組みについては見直しが必要
であるため、（指導・助言）にその点を追加すべ
き。

（評価）
・最重点目標である「総合健診の受診者数」については、大規模団体からの健診
の受託や営業活動の強化により目標を達成したことは評価できる。
・「正味財産増減額」も目標を上回る実績を上げているが、がん予防検診事業収益
は、平成29年６月に策定した中期経営計画の目標値に届いていない。

（指導・助言）
・中期経営計画に基づき、収支均衡に向けて、引き続き受診者数の増加及び経費
削減に取り組むこと。また、計画の進捗状況を定期的に把握し、想定した利益の確
保が困難と見込まれる取組みの見直しや新たな収益確保策の検討など、事業の
採算性を高めるための努力を弛みなく継続すること。

（評価）
・最重点目標である「総合健診の受診者数」については、大規模団体からの健診
の受託や営業活動の強化により目標を達成したことは評価できる。
・「正味財産増減額」も目標を上回る実績を上げているが、がん予防検診事業収益
は、平成29年６月に策定した中期経営計画の目標値に届いていない。

（指導・助言）
・中期経営計画に基づき、収支均衡に向けて、計画の進捗状況を定期的に把握
し、引き続き受診者数の増加及び経費削減に取り組むこと。また、想定した利益の
確保が困難と見込まれ、収支改善の効果が期待できない取組みの見直しや新た
な収益確保策の検討など、事業の採算性を高めるための努力を弛みなく継続する
こと。
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